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議会運営委員会会議録 

令和７年５月１９日（月） 

（開 会）１３：０４ 

（閉 会）１３：１８ 

案  件 

１ 議会の運営について 

 ２ 議長の諮問について 

 ３ 議会の会議規則、委員会に関する条例等について 

  

【 内 容 】 

１ 日程の順序変更について 

                                           

○委員長 

ただいまから、議会運営委員会を開会いたします。 

「議会の運営について」、「議長の諮問について」及び「議会の会議規則、委員会に関する

条例等について」、以上３件を一括議題といたします。 

 今回の委員会は、市長以下、執行機関の出席は求めない運営としておりますので、ご了承く

ださい。 

 「日程の順序変更」について、事務局に説明させます。 

○議会事務局次長 

「日程の順序変更」について、説明させていただきます。 

本日の議事日程の最後に、執行部から議案４件の提案理由説明、質疑、委員会付託を予定し

ておりますが、委員会の構成が決定するまでに時間を要することから、執行部の負担を軽減す

るため、議長発議により、日程の順序を変更し、議案の提案理由説明、質疑、委員会付託を先

に行っていただいてはと考えております。 

この後の進め方でございますが、本会議を開会しましたら、「日程の順序変更」について諮

っていただきます。 

ご議決いただきましたら、議案４件を一括議題として、提案理由説明、質疑の後、委員会付

託を行い、各常任委員会を開催していただきます。 

なお、委員会の構成に関しては決定しておりませんので、委員会条例第３条の但し書きに、

「後任者が選任されるまで在任する。」と規定しておりますことから、現在の委員会構成で委

員会審査を行っていただくという運営をしていただいてはと考えております。 

以上、ご審議方よろしくお願いいたします。 

○委員長 

 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

○川上委員 

 日本共産党の川上直喜です。この議会運営委員会は９人で構成しているわけですけれども、

４人が欠席という届けが出ています。それぞれについて欠席理由をお聞きしているのか、そう

であれば内容をお尋ねします。 

○委員長 

 事務局としては出欠の確認をしたかという、委員から質問が出ていますが、川上委員、お願

いしたいのは、今、お諮りしているのは日程の順序変更ですので、これについての質疑を、事

務局のほうには可能ですが、出欠に関してはご理解いただきたいと思っておりますけど、いか

がでしょうか。 
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○川上委員 

 案件がですね、本臨時会運営に当たってですね、重要な内容があると思うんですね。その重

要な内容のあるこの議会運営委員会を、４人の委員が理由もなく欠席しているということであ

れば、重大なことだと思うわけですよ。 

 ですから、やむを得ない事情があるということであれば、案件審査の大前提として確認して

おく必要があると思うわけですね。ですから、案件と関係がないことだからというわけにいか

ない局面にあると思うので、理由のある欠席事由だろうと思うので、それをちょっと確認した

いわけですね。 

○委員長 

 川上委員のご意見はごもっともだと思います。議案ですから、全て重要という捉え方におい

ては、理由なき欠席は、委員長としても副委員長としても認めないんですが、今回、事実上、

４人の委員の方が欠席されております。事務局が確認しましたが、理由は聞いておりません。

欠席しますということだけの返事が返ってきております。後日、欠席届も提出してもらうよう

には申し伝えております。 

○川上委員 

 この４人はですね、ここの議会棟に来ていないんですか、外にいるんですか、ここにおるん

ですか、確認ができましたか。 

○委員長 

 事務局、確認できておりますでしょうか。 

暫時休憩いたします。 

休 憩 １３：１０ 

再 開 １３：１５ 

 委員会を再開いたします。 

 先ほどの川上委員からの質問に対して、事務局、答えられますか。 

○議会事務局次長 

 欠席されている議員につきましては、議会棟の中にいらっしゃいます。 

○川上委員 

 欠席理由は聞いていないんですね。 

○議会事務局次長 

 欠席理由については確認しておりません。 

○川上委員 

 通常、ご本人が、議会運営委員が、事情があって欠席する場合は、会派から代理の出席要請

があり、委員会として認めてきた経過がありますけれども、会派からは代理の委員出席要請は

ないままですか。 

○議会事務局次長 

 要請はあっておりません。 

○川上委員 

 議会棟に委員がおり、議会運営委員会が招集されていることを、会派の代表者以下、関係す

る議員全員が承知しておるのに、議会運営委員会に出席せず、そこで決定したことについては

従うということに、当然なろうかと思うわけですね。その点でいえば、今から議長が招集する

本会議に、当然、関係の議員、議会運営委員も含めて出席するものと信じて、案件の審査を進

めてもらいたいと思います。 

○委員長 

 川上委員からご意見がありました。ごもっともだと思っていますので、後日、こういった問

題に関しては、正副委員長、また正副議長を交えて話し合いたいと思っております。 
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 ほかに質疑ありませんか。 

（ な  し ） 

 質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。「日程の順序変更」については、事務局説明のとおりとすることに、ご

異議ありませんか。 

（ 異議なし ） 

 ご異議なしと認めます。それでは、そのようにさせていただきますので、よろしくお願いい

たします。 

 暫時休憩いたします。 

 

【休憩後、再開に至らず自然閉会】 


